
概要資料

愛称：マイナちゃん

　この概要資料は、内閣官房等が作成した資料を基に、
企画課において、全員協議会説明資料用に必要なページ
を抜粋して取りまとめたものです。



 正確 所得把握 可能 社会保障や税 給付 負担 公平化 図

 真 手を差し伸べ べ 者を見 け こ 可能

 大災害時 け 真 手を差し伸べ べ 者 対す 積極的 支援 活用

 社会保障や税 係 各種行政事務 効率化 図

 ＩＴを活用す こ 添付書類 不要 等 国民 利便性 向上す

 行政機関 国民 プッシュ型 行政サ ビスを行うこ 可能

効果

 公平 公正 社会

 社会保障 め細や 的確 行わ 社会

 行政 過誤や無駄 い社会

 国民 利便性 高い社会

 国民 権利を守 国民 自己情報をコントロ ル 社会

実現すべ 社会

番号制度 複数の機関に存在す 個人の情報を同一人の情報 あ いうこ の確認を行う

ための基盤 あ 、社会保障 税制度 効率性 透明性を高め 国民 利便性 高い

公平 公正 社会を実現す ため 社会基盤 インフラ あ

社会保障・税・災害対策の各分野 番号制度を導入

社会保障・税番号制度の導入趣旨
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マイナンバ 制度

行政を効率化し 国民 利便性を高

公平 公 社会を実現す 社会基盤 す

国民の利便性の向上
添付書類 削減 行政手続 簡素

化さ 国民 負担 軽減さ す

行政機関 持っ い 自分 情報を確認

した 行政機関 様々 サ ビス

知 せを け った す

行政の効率化
行政機関や地方公共団体 様々

情報 照合 転記 入力 要し い

時間や労力 大幅 削減さ す

複数 業務 間 連携 進 作業

重複 無駄 削減さ す

公平・公正な社会の実現
所得や他 行政サ ビス 給状況を把

握しやすく た 負担を不当 免

こ や給付を不 け こ を防

す 本当 困っ い 方

細 支援を行うこ す
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番号制 複数 機関 存在 特 個人 情報 一人 情報 あ いう 確認 行う

基 あ 社会保 ･税制 効率性･透明性を高 国民 利便性 高い公 ･公

社会を実現 基 インフ あ

 村長 民票コ 変換 得 個人番号指

通知 本人 通知

 村長 申請 顔写真付 個人番号 交付

 個人番号 本人確認や番号確認 利用

 法 場合 除 特 個人情報 収 保管 禁

 国民 情報連携 録 確認

 個人番号 扱い 視 督 特 個人情報保護 員会 設置

 特 個人情報 保 前 特 個人情報保護評価 義務付け

個人番号

個人番号

法人番号

個人情報保護

 国税庁長官 法人等 法人番号 指 通知

 法人番号 原則公開 民間 自由 利用 能

個人番号 利用

社

会

保

金 金 資格 得･確認 給付 け 利用

労働

用保険等 資格 得 確認 給付 け 利用

ワ 等 務等 利用

福祉 療

療保険等 保険料徴収等 療保険者 け 手 利用

福祉 給付 け 利用

生活保護 実施等 利用

所得者対策 務等 利用

税

国民 税務当局 提出 確 申告書 届出書 調書等 載

当局 部 務等 利用

災害対策

被災者 帳 作成 関 務 利用

被災者生活再建支援金 支給 関 務 利用

 福祉 保健若 く 療 社会保 地方税又 防災 関 務 類 務

あ 条例 務 利用 第 条第

情報連携

 複数 機関間 い 機関 個人番号や 外

番号 付 管理 い 一人 情報 紐付け 相互 活用

組

社会保障・税番号制度の概要
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個人に付する 個人番号 マイナンバー  

付番

変更

 市町村長 住民票 住民票コ ドを 載 や 個人番号を指定 そ 者 対 当該個人番号を通知

カ ド 通知 け い 第7条第1項

※対象者 住民票コ ド 住民票 載さ い 日本 国籍を有 者 中長期在留者 特別永住者等 外国人

※所管 総務省 市町村 事務 法定受 事務

※個人番号 桁数 桁を予定

 市町村長 個人番号 漏えい 正 用い 恐 あ 認 請求又 職権 従前 個人番

号 え 新 個人番号を指定 通知カ ド 通知 け い 第7条第2項

付番

変更 通知

検索及び閲覧

 法人番号 変更 可

 国税庁長官 付番 法人番号を当該法人等 書面 通知

 法人番号 官民を問わ 様々 用途 利活用

※法人等 基本 情報 商号又 称 本店又 主 事務所 所在地 法人番号 検索 閲覧可能 サ ビ を

ム 等 提供 人格 い社団 場合 予 意 あ 場合 み

番号生成機関

 市町村長 個人番号を指定 あ 地方公共団体情報 テム機構 対 指定 う 者 係 住

民票コ ドを通知 個人番号 べ 番号 生成を求 第8条第1項

 地方公共団体情報 テム機構 他 い 個人番号 異 住民票コ ドを変換 得 あ

住民票コ ドを復元 こ 規則性を備え い番号を生成 市町村長 通知 第8条第2項

 国税庁長官 法人等 対 法人番号を指定 通知 第58条第1項  

※所管 国税庁

 ※法人番号 桁数 桁を予定

 国税庁長官 法人番号指定 法務大臣 対 会社法人等番号 提供を求 こ 第60条  

 法人番号 付番対象 第58条第1項 第2項  

国 機関及び地方公共団体 会社法そ 他 法 規定 設立 登 を 法人

外 法人又 人格 い社団等 税法上 給 等 支払を 事務所 開設等 届出書 内国普通法人等 設立 届出書 外国普通法

人 っ 旨 届出書 収益事業開始 届出書を提出 こ さ い 一定 要件 該当

～ 外 法人又 人格 い社団等 あっ 政 定 一定 要件 該当 国税庁長官 届け出

法人等に付する 法人番号  

個人番号・法人番号の付番
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個人番号カ ド 本人確認 措置に い 利用す 第16条  

市町村 機関 個人番号カ ドを 地域住民 利便性 向上に資す し 条例 定 事務に

利用す こ 第18条第1号  

イナ タルへ ログイン手段 し 電子利用者証明 仕組みに 公的個人認証に利用す

個人番号カ ド 所管 総務省 す

市町村長 当該市町村 備え 住民基本台帳に記録さ い 者に

対し そ 者 申請に そ 者に係 個人番号カ ドを交付す

す 第17条第1項  

裏面

表面

個人番号カ ド 様式 案

個人番号カ ド

個人番号カ ド 券面に

氏名 住所 生年月日

性別 個人番号 等 記載

さ 本人 写真 表示さ

つ こ 事項等 ＩＣチッ

プに記録さ 第 2条第 7項
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個人番号を証明する書類 し

本人確認の際の公的 身分証明書 し

付加サー スを搭載した多目的 ー

各種行政手続の ンライン申請

各種民間の ンライン取引／口座開設

コン 各種証明書を取得

個人番号カー メリッ

券面

券面

券面

電 子

証明書

アプリ

電 子

証明書

アプリ

電 子

証明書

電 子

証明書

番号法施行後 就職 転職 出産育児 病

気 金 給 災害等 多く 場面

個人番号 提示 必要

イ ー ル

■市町村等～印鑑 録証 図書館 等 利用可能

■国～健康保険証 国家公務員身分証 機能搭載を検討中

タルへ ロ ンを

め 各種 行 手続

ンラ ン申請 利用

○電子申請 e-Tax等 利用 

○行 ッシュ型 情報 知 せ を 得

○行 効率化

○手続 漏 損失 回避

○所得把握 精 向上

○公 公 社会を実現

○個人番号を証明 書類

個人番号 を提示

コン の

ルチコ ー機

現在 約100市町村 国民 約2割 利用

ン 調査 今後 約800弱

市町村 導入予定(国民 約8割

○住民 利便性向上

○市町村窓口 効率化

○コンビ 等 い 住民票

印鑑 録証明書 公的

証明を 得

コン

将来的 様々

個人番号 一元化

ンラ ン ンキン 等を

安全 つ迅 利用

ンラ ン ンキン を め 各

種 民間 ンラ ン 引 利用

う

○ ンタ ネッ け 不 セス 多

→公的個人認証サ ビス 民間開

○ ンタ ネッ へ 安全 セス手段 提供

◇個人番号 提示 本人確認 同時 必要

場面 こ １枚 十分 唯一

◇金融機関 け 口 開設 ス 新

規 給 ッ ネス ラ 入会 様々

場面 活用 可能

ま 被害 防

住民

提 示

本人確認 様々 場面

ま

た

ま

た

ま

た

電 子

証明書

ま

た

提示
窓口住民
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⇒年金の資格取得･確認、給付を受ける際に利用。

○児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
○母子及び寡婦福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務
○障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する事務
○特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当等の支給に関する事務
○生活保護法による保護の決定、実施に関する事務
○介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
○健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による

保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
○独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務
○公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務 等 

○国民年金法、厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する事務
○国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による年金

である給付の支給に関する事務
○確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務
○独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給に関する事務 等

○雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務
○労働者災害補償保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の実施に関する事務 等

⇒医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等
低所得者対策の事務等に利用。 

⇒雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用。ハローワーク等の事務等に利用。

別表第一（第９条関係）

年
金
分
野

労
働
分
野

福
祉
・
医
療
・
そ
の
他
分
野

社
会
保
障
分
野

税分野 ⇒国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用。 

災害対策
分野

⇒被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用。
⇒被災者台帳の作成に関する事務に利用。

上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用。

個人番号の利用範囲
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現状 今後

関係機関Ａ

本人

関係機関Ｂ

申請

給付

各種書類

関係機関Ａ

番号制度導入後は、ＡとＢ
の間で情報をやりとりする
ことで、添付書類の省略や
給付の適正化が図れる。

関係機関Ｂ

申請給付

本人

社会保障の手続では、所得証
明書などの添付書類をＡから
求められた場合、本人はＢか
ら取得した上で申請している。
また、ＡとＢとの間で併給を
禁止している場合などは、本
人の申告に基づき給付の調整
をしている。

各種書類

① 所得証明書等の添付省略
→国民年金保険料の免除、児童扶養手当の支給、高額療養費の決定 等

② 住民票の添付省略
→未支給年金の請求、児童扶養手当の支給申請、雇用保険における未支給の失業等給付の申請 等

③ 異なる制度間における給付調整の確実性の向上
→傷病手当金の支給申請者に関する障害厚生年金等の給付状況の確認 等

個人番号

社会保障分野における番号の利用例
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符号Ａ 符号Ａ 
紐付 

符号Ｂ 

個人 

利用番号Ａ 個人情報 基本4情報 

ｱｸｾｽ記録

情報照会・提供機関Ａ 

情報提供記録

情報提供ネットワークシステム 

霞が関ＷＡＮ 

ＬＧＷＡＮ等 

マイナポータル 

自己情報 
表示機能 

プッシュ型 
サービス 

ワンストップ 
サービス 

情報提供等 
記録開示機能 

インターネット 

個人番号カードによる
公的個人認証

特定個人情報 
保護委員会 

情報提供ネット 
ワークシステム 

及び 
情報照会・提供 
機関に対する 

監視・監督など

情報提供 
を許可し 

符号同士を 
紐付ける 
仕組み 

公的個人認証 
サービス 

地方公共団体情報システム機構 

マイナンバー 

住基ネット 

符号Ｂ 利用番号Ｂ 個人情報 
紐付 

ｱｸｾｽ記録

情報照会・提供機関Ｂ 

基本4情報 

市町村が付番 

マイナンバー 

住民基本台帳 

個人番号カード 

生年月日 ○年□月△日 性別 女
氏  名 番号花子
住  所 △県○市□町1-1-1 

マイナンバー 
生成機能 

※機械的な読み取り＋パスワード入力 
（個人番号は用いない） 

情報連携のイメージ
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• 個人番号を用いた個人情報 追跡 名寄 突合 行わ 集積 集約さ た個人情報 外部

漏えい い いった懸念

• 個人番号 不 利用等 例：他人 個人番号を用いた成 まし 等 よ 産そ 他 被害を

う い いった懸念

• 国家 よ 個人 様々 個人情報 個人番号をキ 名寄 突合さ 一元管理さ

い いった懸念

番号制度 対 国民 懸念

社会保障 税番号制度 おけ 安心 安全 確保

番号法 規定 よ も を除 特定個人情報 収集 保管 特定個人情報フ イル 作成

を禁 番号法第20条 第28条  

特定個人情報保護委員会 よ 監視 監督 番号法第50条～第52条  

特定個人情報保護評価 番号法第26条 第27条  

罰則 強化 番号法第67条～第77条  

イナ タル よ 情報提供等記録 確認 番号法附則第6条第5項

個人情報を一元的 管理 分散管理を実施

個人番号を直接用い 符号を用いた情報連携を実施

クセス制御 よ クセス 人 制限 管理を実施

通信 暗号化を実施

制度面 け 保護措置

システム面 け 保護措置
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個人番号の確認 身元（実存）の確認 

個人番号カード 

通知
カード 

運転 
免許証 

※ 上記が困難な場合は、
過去に本人確認の上で
作成したファイルの確
認 

住民票 
（番号付き） 

パス
ポート 

or or 

等 等 

等 

等 

マイナンバー取得の際の本人確認では、 
番号確認と身元確認を行います。 

※ 上記が困難な場合は、健康保険
の被保険者証と年金手帳などの２以
上の書類の提示 

※ 雇用関係にあるなど、人違いでな
いことが明らかと個人番号利用事務
実施者が認めるときは、身元 （実
存） 確認書類は要しない 
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※番号法及び 係政 基 成 日設置

任務

行政手続 特定 個人 識 番号 利用等 法 成 法 第 号 基 個人

番号そ 他 特定個人情報 用性 配慮 そ 適 扱い 確保 必要 措置 講

組織

○委員長 委員 合計 合議制 成 中 成

個人情報保護 識者 情報処理 術 識者 社会保 又 税制 識者 民間企業 実務 経験者 地方 団体 薦者 含

委員長 常勤 堀部政男 元一橋大学法学部教授

委 員 常勤 阿部孝夫 元川崎 長

嶋田実 子 元。 )花王芸術 科学 団常務理

委 員 非常勤 手塚 悟 東京工科大学コン ュ タサイエン 学部教授

加藤久和 明治大学政治経済学部教授

○委員長 委員 独立 職権 行使 独立性 高い いわゆ 条委員会 ○任期 国会 意人

主 所掌 務

監視 監督

○指導 助言

○法 対 勧告 命

○報告徴 立入検査

○ イ イン 作成

○情報提供 ッ ワ

構築等 措置要求

特定個人情報保護

評価

○特定個人情報保護

評価 指針

作成 表

○評価書 認

広 報

特定個人情報

保護 い

広報啓発

苦情処理

苦情 出

い あ

意見具

内 総理大臣

対 意見

具

行政機 地方 共団体 独立行政法人等 民間 業者 個人

監視

監督

指

針

評

価

書

苦

情

広報

啓発

あ

っ

特 定 個 人 情 報 保 護 委 員 会

国 協力

国 会議

参加そ 他

国 連携 協

力

国会報告

次報告
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海外 PIA P vacy I ac A e e 相当 評価実

施機 自己 組 い 主体的 評価 公表

評価 組 法 位置付 国 全項目評価 い 委員会

承認 地方公共団体 全項目評価 い 第 者点検 要件

番号法第 条 基 く承認 必要 評価 い値 断

段 評価 基礎項目 重点項目 全項目 あ 組

地方公共団体 評価書等 い 委員会 承認 要件 必要

応 適合性及び妥当性 い 確認

実施主体 い 機 評価単位 い 務 細

評価 実施

評価項目 載 い 特定個人情報 入手 提供等 漏え

い 対策等 容易 理解 国民 信頼 確保

特定個人情報保護評価 概要

○ 番号制度 対 懸念 国家 個人情報 一元管理 特定個人情報

追跡 突合 産 被害等 踏 え 制度 保護措置 一

○ 前対応 個人 イ 等 権利利益 侵害 未然防 及び国

民 住民 信頼 確保 目的

評価 目的

国 行政機 長

地方公共団体 長 機

独立行政法人等

地方独立行政法人

地方公共団体情報 機構 成 日設置

情報提供ネッ ワ 使用 情報連携 行う 業者 健康保険組合等

う 特定個人情報 イ 保 う 者又 保 者

特定個人情報保護評価 実施 原則義務付

評価 実施主体

○ 特定個人情報保護評価 対象 特定個人情報 イ 扱う 務

○ 職員 人 給 等 特定個人情報 イ 扱う

務 手作業処理用 イ 紙 イ 扱う 務 公務員

共済 特定個人情報 イ 扱う 務 対象人数

人未満 務等 い 特定個人情報保護評価 実施 義務付

い

評価 対象

特定個人情報 イ 保 う 又 保 国 行政機 や地方公共団体等 個人 イ 等 権利利益

え 影響 予測 特定個人情報 漏えい 態 生 析 う 軽減

適 措置 講 言

特定個人情報保護評価

番号法第 条・第 条

特定個人情報保護評価に関する規則 成 ４月 日公布、４月 日施行

特定個人情報保護評価指針 成 ４月 日公表、４月 日適用

根拠法 等

特定個人情報保護評価 イン

○ 特定個人情報 イ 保 う 者又 保 者 複数存在

場合 実態や 対策 把握 載 項 責任 う立場 あ

者

○ 特定個人情報 イ 保 う 者又 保 者 外 特定個

人 イ わ 者 存在 場合 適 実施 う協力

実施 義務付 者 複数い 場合等

13



行為 法定刑

同種法律 け 類似既定 罰則

行政機関個人情報保護法

独立行政法人等個人情報

保護法

個人情報保護法 住民基本台帳法 そ 他

1 
個人番号利用事務等 従事 者 当

理由 く 特定個人情報ファイ を提供

4 懲役or 

200万 罰金or 

併科

2 懲役or 

100万 罰金 
－ －

2 
記 者 利益を図 目的 個

人番号を提供又 盗用

3 懲役or 

150万 罰金or 

併科

1 懲役or 

50万 罰金 
－

2 懲役or 

100万 罰金 

3 

情報提供ネッ ワ ク テム 事務 従

事 者 情報提供ネッ ワ ク テム

関 秘密 漏えい又 盗用

同 － － 同

4 

人を欺 人 暴行を加え 人を脅迫し 又

財物 窃 施設へ 侵入等 個

人番号を 得

3 懲役or 

150万 罰金 
－ － －

割賦販売法

ク ッ 番号

3 懲役or 

50万 罰金 

5 
国 機関 職員等 職権を濫用し 特定

個人情報 記録さ 文書等を 集

2 懲役or 

100万 罰金 

1 懲役or 

50万 罰金 
－ －

6 
委員会 委員等 職務 知 得 秘密を

漏えい又 盗用

同 － －

1 懲役or 

30万 罰金 

7 
委員会 命 を け 者 委員会 命

違

2 懲役or 

50万 罰金 
－

6 懲役or 

30万 罰金 

1 懲役or 

50万 罰金 

8 
委員会 検査等 際し 虚偽 報告

虚偽 資料提出を 検査拒否等

1 懲役or 

50万 罰金 
－ 30万 罰金 30万 罰金 

9 
偽 そ 他 手段 個人番号カ

を 得

6 懲役or 

50万 罰金 
－ 30万 罰金 

罰則 強化

14



・政府は、法律施行後１年を目途として、 

情報提供等記録開示システム(マイナポータル)を設置す

る。   （番号法附則第６条第５項） 

マイナポータル 
（イメージ） 

情報提供記録表示 

自己情報表示 

ワンストップサービス 

プッシュ型サービス 

自分の特定個人情報をいつ、誰
が、なぜ情報提供したのを確認
する機能（附則第6条第5項） 

行政機関などが持っている自分
の特定個人情報について確認す
る機能（附則第6条第6項第1号） 

行政機関などへの手続を一度で
済ませる機能（附則第6条第6項
第3号） 

一人ひとりに合った行政機関な
どからのお知らせを表示する機
能（附則第6条第6項第2号） 

マイナポータル

15



市町村

都道

府県

健康

保険

組合

日本

年金

機構

ハロ

ワ ク

独立

行政

法人

市町村

都道

府県

健康

保険

組合

日本

年金

機構

ハロ

ワ ク

独立

行政

法人

共通 タ

ベ ス

情報 集約 管理

一元管理 分散管理

• 番号制度 導入さ こ 各行政機関等 保有し い 個人情報を特定 機関 集約し そ 集約した

個人情報を各行政機関 閲覧す こ 一元管理 方法を い

• 番号制度 導入さ 従来 お 個人情報 各行政機関等 保有し 他 機関 個人情報 必要

た場合 番号法別表第二 定 限 情報提供ネッ ワ クシス ムを使用し 情報

照会 提供を行うこ 分散管理 方法を あ

地方税情報

照会

提供

個人情報 管理 方法 い

地方税情報

日本年金機構 市町村

対し 地方税情報

提供を求 た場合 例

個人情報 従来 お

各機関 おい 分

散し 管理を行う

個人情報を 特定 機関

保有す 中央 タベ

ス等 集約し 一元的 管

理を行う 16



民間事業者

民間事業者も 税や社会保障の手続

マイナンバーを取 扱います

金融機関 顧客
原稿 執筆者

国民

被保険者資格 得届

イメ ジ

行政機関

年金事務所
健康保険組合
ハローワーク

税務署
市区町村

各種法定調書や被保険者
資格取得届等 個人番号
を記載し 行政機関等
提出します

支払調書

イメ ジ

支払

け 者

個人番号

氏○○名

1234 ････

番号 太郎

健康保険 厚生

年 雇用保険

の被保険者資格

取得届の作成

源泉徴収票や

支払調書の作成

個人番号 提示

法律 定めら た事務以外

マイナンバ 利用す こ 出来ませ

個人番号

1234 ････

従業員や
そ 扶養家族

個人

番号

被保険者

氏名

資格 得

年月日

5678 ･･ 難波 一郎 25.4.1

9876 ･･ 難波 花子 25.4.1

17



○ 税務関係 申告書、申請書、届出書、調書そ 他 書類 番号 記載欄を追加
○ 法定調書等 ついて 主 支払者及び支払を受ける者 個人番号又 法人番号を記載
○ こ 以外 も 例え
・給与所得 源泉徴収票 給与支払報告書 控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等 個人番号を記載
・生命保険金等 支払調書 そ 支払 基礎と 契約を締結した者 個人番号又 法人番号を記載

税務関係の申告書等に

マイナンバーを記載し 提出します

税務関係 申告書 申請書 届出書 調書そ 他 書類に番号 記載

民間事業者従業員や金銭等
支払を受ける者

税務署

個人番号

1234 ････

民間事業者 個人番号関係事

務実施者 し 金銭等 支払

け 者 番号 提示 け

源泉徴収票 支払報告書 支払調書

等に支払 け 者等 番号及び民

間事業者 番号 記載し 提出

支払

調書

申告書等に民間事業者

番号 記載し 提出

申告書

番号を記載し 申告書や調書等を提出す イメージ

国税通則法 書類提出者 氏 住所及び番号 記載等

第百二十四条 国税 関 法律 基 き税務署長そ 他 行政機関 長又 そ 職員 申告書 申請書 届出書 調書そ 他 書

類を提出 者 当該書類 そ 氏 法人 い 称 下こ 項 おい 住所又 居所及び番号 番号を有

い者 あ そ 氏 及び住所又 居所 を記載 け ら い 略

※地方税関係 申告書等 様式 い 地方税 関 法 規定

地方団体

支払

報告書

18



被保険者資格

取得の届出

の社会保険関

係手続き 個人

番号等を記載

従業員

従業員の給与・福利厚生

給与の支払い

年金 健康保険

雇用保険 の

保険料の徴収

個人番号

の提示

･･･ ････

･･･ ････

･･･ ････

個人番号

5678 ････

年金事務所

健康保険組合

ハロ ワ ク

被保険者資格取得届

イメ ジ

番号一郎5678･･･

被保険者氏名個人番号

株式会社××名称

資格取得

年月日

25.4.1

××花子 25.4.1

雇用保険被保険者資格

取得届の作成

健康保険被保険者資格

取得届の作成

厚生年金保険被保険者

資格取得届の作成 等

社会保障関係の申請書等に

マイナンバーを記載して提出します

会社

主 提出書類の例 提出者 提出先 根拠条文

雇用保険被保険者資格取得届 適用事業所の事業主 ハロ ワ ク 雇用保険法施行規則第 条

雇用保険被保険者資格喪失届 適用事業所の事業主 ハロ ワ ク 雇用保険法施行規則第 条

健康保険 厚生年金保険被保険者資格

取得届

適用事業所の事業主

健康保険組合

日本年金機構

健康保険法施行規則第24条

厚生年金保険法施行規則第15条

健康保険 厚生年金保険被保険者資格

喪失届

適用事業所の事業主

健康保険組合

日本年金機構

健康保険法施行規則第29条

厚生年金保険法施行規則第22条

1234･･･
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2017年１月より、 
国の機関間の 
連携から開始し、 
2017年７月を目途に、 
地方公共団体等との 
連携についても開始 

総合運用テスト

システム
要件定義・調達

2016年 
(H28年) 

2013年 
(H25年) 

2014年 
(H26年) 

2015年 
(H27年) 

制度構築

設計

広 報

システム
構築

順次、個人番号の利用開始
【2016年１月から利用する手続のイメージ】 
○社会保障分野
・年金に関する相談・照会 

○税分野
  ・申告書、法定調書等への記載 
○災害対策分野

  ・被災者台帳の作成 

開発・単体テスト

委員
国会同意

2017年 
(H29年) 

工程管理支援業務

委員
国会同意

番号制度に関する周知・広報

特定個人情報保護評価
指針の作成 特定個人情報保護評価書の受付・承認等 

委員会規則の制定

個人番号カードの交付

個人情報
保護

政省令等の整備

別表第一、別表第二の
事務、情報を定める
主務省令の制定

平

成

二

十

五

年

五

月

三

十

一

日

番

号

関

連

四

法

公

布

委員
国会同意

特定個人情報の取扱いに関する監視・監督

情報提供ネットワークシステム等の監査

法
人
番
号
の

通
知
・公
表

申告書・法定調書等への法人番号の記載

(10月)

特

定

個

人

情

報

保

護

委

員

会

設

置

（
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
）

調査研究

個
人
番
号
の
通
知

平

成

二

十

五

年

五

月

二

十

四

日

番

号

関

連

四

法

成

立
情報提供ネットワークシステム  、 
マイナポータルの運用開始

社会保障・税番号制度導入のロードマップ（案）
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【平成25年５月24日成立・31日公布】 
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成25年法律第27号）（マイナンバー法）
→行政機関等の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人等を識別する機能を 
活用し、並びに当該機能によって異なる分野の情報を照合し、これらが同一の者に関するものであるかどうかを 
確認することができる情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者 
との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対し申請 
等の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の 
簡易な手続その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるもの。 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成25年法律第28号）

→行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、三十六の関係法律の規 
定の整備等を行うため、所要の措置を定めるもの。 

 地方公共団体情報システム機構法（平成25年法律第29号）
→地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関す 
る法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにそ 
の他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体に代わって行うこと等を目的とする地方公共団 
体情報システム機構を設立することとし、その組織、業務の範囲等に関する事項を定めるもの。 

 内閣法等の一部を改正する法律（平成25年法律第22号）（政府CIO法）
→内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員とし 
て内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本 
部員に加える等の措置を講ずるもの。 

マイナンバー制度関連四法の成立・公布参考
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最新情報は

マイナンバーのホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

をご覧ください。

マイナンバー公式twitter
https://twitter.com/MyNumber_PR

ご不明な点は

マイナンバーの
コールセンター
（全国共通ナビダイヤル）

0570－20－0178

まで
※ ナビダイヤルは通話料がかかります。
※ 平日9時30分～17時30分

(土日祝日・年末年始を除く)

マイナンバーロゴマーク

☆ 国の⾏政機関や地⽅公共団
体などの番号利⽤事務実施者
は、マイナンバーの普及啓発
のため、ロゴマークを御使用
いただけます。

☆ 番号利⽤事務実施者以外で
マイナンバーの普及啓発に御
協⼒いただける⽅は、内閣府
の承認を受けて、ロゴマーク
を御使用いただけます。

マイナンバー

愛称：マイナちゃん

ﾏ ｲ ﾅﾝﾊﾞｰ
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